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１ 総合計画の策定について 

 

(1) 総合計画の意義 

総合計画は，三次市におけるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるための指針となる「ま

ちづくりの基本理念や基本的方向」と，これを達成するために市民と市議会及び市，つまり三

次市を構成するみんながそれぞれの社会的役割や能力に応じて協働して取り組む「まちづくり

の取組」を定めるもので，まちづくりの最も基本となる計画です。 

平成２３年度の地方自治法の改正により，「基本構想」（総合計画）の策定義務はなくなり

ました。 

しかし，本市では，行財政を長期的な展望に立って総合的に運営するための指針として，ま

た，本市を構成するみんながまちづくりに関する情報を共有し，協働して取り組むための総合

的な指針として，総合計画を策定するものです。 

 

(2) 計画策定の趣旨 

本市は，平成１８年３月に「三次市総合計画－みよし百年物語－」を策定し，また同年４月

１日に「三次市まち・ゆめ基本条例」を公布・施行し，まちづくりの基本理念に「市民のしあ

わせ」を掲げ，子ども・子育て，健康・福祉，文化・学習，産業・経済，環境，都市の６項目

を施策の柱として諸施策を推進してきました。 

また，住民自治組織による住民主体のまちづくりを軸として，協働のまちづくりを推進し，

全１９地域において「地域まちづくりビジョン」が策定され実行に移されるなど，一定の成果

をあげてきました。 

一方で，この間，子育て支援策などの充実をはかってきたものの，人口減少・少子高齢化は

進行し，人口は全国的にも平成２３年から継続して減少しており，今後も減少傾向が続くと見

込まれています。本市においても，人口減少の現実と見通しがある中で，みよし百年物語で掲

げた「将来の１０万人都市建設」「産業，観光，文化，教育，娯楽などすべての面にわたり広

域的な視野での拠点機能の充実」をめざし取り組んでいくことは，必ずしも合理的であるとは

言えなくなってきました。人口減少・少子高齢化に真正面から向き合い，それらを緩和・抑制

する方向と，適応する二つの方向での施策の展開が必要となります。 

また経済的には，リーマンショックによってグローバルな金融市場の不安定性が改めて認識

されるとともに，その影響は金融分野に限定されるものではなく，世界の隅々まで激しいコス

トなどの競争にさらされている時代であることを認識させられました。こうした経済活動がグ

ローバル化，ボーダーレス化する時代にあっては，自己完結が可能な分野と，連携強化と機能

の分担・補完等が必要な分野を正しく見極め，広域圏域の中での有為な拠点性を維持・確保し

ていく必要性があります。 

さらに，東日本大震災をはじめとする大規模な災害の発生などを背景とする環境，防災に関

する関心の高まりなど，まちづくりを取り巻く社会状況は大きく変化しています。 

また，地方分権改革に伴う三次市の基礎自治体としての役割の拡大，地方交付税の市町村合

併特例措置の段階的縮減に伴う歳入の大幅な減少見通しなど，行財政を取り巻く環境も厳しさ

を増しています。 

こうした社会状況等の変化に対応しつつ，「市民のしあわせ」の実現に向けた取組を着実に

進めていくためには，現実を直視しつつ，本市を構成するみんながより一層力を合わせて，効

果的かつ持続可能なまちづくりを進めていく必要があります。幸い本市は，中国山地に抱かれ

た豊かな自然と古代から営まれた稲作や山と川を活かしたたたら製鉄や鵜飼などの歴史，歴史
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の中で培われた伝統や文化など，多くの財産を有しており，これらを最大限活用して，市民一

人ひとりが能力を発揮し，社会の中で活躍できるひとづくりを進め，次代の社会の基盤を築き，

子どもたち，孫たちへとつないでいく必要があります。 

こうした認識を市民一人ひとりと行政が共有し，本市のめざすまちの姿の実現に向けて，協

働して取り組むための新たな指針として，新しい総合計画を策定するものです。 

 

 

(3) 計画の位置づけ 

総合計画は，「三次市まち・ゆめ基本条例」に定めるまちづくりの理念と目標を具現化する

ための，市民と市議会及び市による協働のまちづくりの総合的な指針として定めるものです。 

 

(4) 計画の期間 

計画の期間は，平成２６年度から平成３５年度までとします。 

なお，社会情勢の変化やまちづくりの進捗等に対応するため，必要に応じて概ね５年後に検

証を行います。 

 

■総合計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まちづくりの理念】 市民のしあわせ 

【まちづくりの目標】 

(1) 共に認めあい，支えあう，温かみと安心感のあるまちづくり 

(2) 自然との共生を図り，安全で快適に暮らせるまちづくり 

(3) 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き，健やかに成長できるまちづくり 

(4) 歴史と伝統を継承するとともに，学ぶ喜びをもてるまちづくり 

(5) 地域活動が活発で，にぎわいと活力に満ちたまちづくり 

(6) 多様な仕事を興し，地域産業に活力を与え，働く喜びをもてるまちづくり 

（三次市まち・ゆめ基本条例） 

【三次市総合計画】 計画期間：平成26～35年度 

 

施策体系 

基本理念 

受ける 具現化

指針 

受ける

【個別施策・取組等】 

 
【市議会及び市】 

・部門別の計画 

・部門別の施策 

 

【市民・企業等】 

・個人，団体等のまちづくりへの参加

・地域におけるまちづくり活動 

・企業のまちづくりへの参加 

情報共有

協 働 
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15歳未満 15～64歳 65～74歳 75歳以上 不詳
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59,314
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53,900

51,200
48,400

45,600
43,000

40,300

（人）

注-1：Ｈ12～22年は国勢調査，Ｈ27年以降は社人研推計値（Ｈ25年３月推計）による。
-2：Ｈ27年以降の総人口は，十の位を四捨五入して表記
-3：図中数値は構成比（％）

図 将来の人口見通し（年齢区分別割合）

実績 推計値
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２ 社会状況の変化とまちづくりの主要課題 

 

(1) 社会状況の重要な変化 

 

ア 人口減少・少子高齢化の進行 

平成２２年の総人口は５６，６０５人，６５歳以上の高齢者の割合（以下「高齢化率」と

いいます。）は３１．４％（広島県２３．７％，全国２２．８％）で，平成１７年から平成

２２年の５年間で，２，７０９人減少しています。一方で，高齢化率は１．５ポイント上昇

し，３１．４％となっています。また，１５歳未満の年少人口は，７５８人減少し，その比

率は，１３．７％から１３％へと減じています。（データは国勢調査） 

また，平成１６年から平成２４年までの地域別の人口推移をみると，十日市・八次・酒河

の３地区をあわせた人口は，増減はありませんが，この３地区以外の地区をあわせた人口は

－１１．９％となっています。（４月１日の住民基本台帳人口の比較） 

人口減少と少子高齢化は今後も継続するものと見込まれ，概ね２０年後の平成４７年には，

総人口は４３，０００人程度に減少し，年少人口は，平成２２年の７，３４１人から，平成

４７年には４，６２４人（－３７％）に，生産年齢人口は，３１，４１５人から２１，３１

２人（－３２．２％）に，また，高齢者人口は，１７，８４９人から１７，０３１人に推移

し，高齢化率は約４０％に高まるものと推計されています。（国立社会保障・人口問題研究

所（以下「社人研」といいます。）推計値）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，人口の見通しを地域別にみると，現在の人口推移の傾向が続いた場合，概ね２０年

後には，三次，三良坂地域を除く地域で７５歳以上の高齢者の割合が３割を超えるものと見

込まれます。世界に例を見ないほどのスピードで進んでいる少子高齢化，人口減少は，保育

所・小中高等学校等の維持の困難化や福祉・生活支援ニーズの増大，担い手の減少，集落や

地域の活力の低下など，あらゆる分野に様々な影響を及ぼします。 

このような人口減少のペースの見通しを上回る人口増加を実現することは容易なことでは

なく，人口減少による悪影響をいかに回避・低減していくか，すなわち人口が減少する状況

下にあっても，市民のしあわせをめざしていくことのできる社会・環境・しくみをいかに築
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一般単身 一般夫婦 高齢単身 高齢夫婦 親と子
夫婦と親 夫婦と子と親 その他 不詳

14.5 9.6 10.3 14.1 29.3 5.4 11.3 5.6

15.2 8.9 11.6 14.0 30.2 5.7 8.9 5.5

15.8 8.9 13.0 14.2 30.4 5.3 7.0 5.5

22.6 9.6 10.1 12.0 36.2

2.1

3.6

3.7

23.1 9.1 9.2 10.7 36.6

1.9

4.7 4.6 0.2

0 20 40 60 80 100（％）

Ｈ12年
21,847世帯

Ｈ17年
21,910世帯

Ｈ22年
21,718世帯

広島県
1,183,036世帯

全 国
51,842,307世帯

【
三
次
市
】

図 家族構成別世帯数割合の推移と比較

資料：国勢調査（広島県，全国は平成22年）
注-1：世帯数は一般世帯
-2：高齢単身は65歳以上の単身世帯，一般単身は64歳以下の単身世帯，

高齢夫婦はどちらか一方が65歳以上の夫婦のみの世帯，一般夫婦は高齢夫婦を除く夫婦のみの世帯

いていくかが，重要な意味を持ってきます。 

私たちは，少子化，人口減少のスピードを緩和・抑制するとともに，少子高齢化，人口減

少社会に適応しながら，持続可能な地域社会を維持していくための基盤を創出していかなけ

ればなりません。 

 

イ 家族・コミュニティ，働き方の変化 

我が国の家族形態は，戦後の高度成長期に三世代家族等の大家族から夫婦と子どもを中心

とした核家族へと変化しましたが，その典型的な核家族も，高齢者及び若年者の単身世帯の

増加により変化しています。本市においても高齢及び若年の単身世帯が増加しており，夫婦

と子どもという核家族をモデルとした施策のみの展開では対応できなくなっています。 

コミュニティについては，現状で「地域のつながり」「地域活動やボランティアが盛ん」

などと高い評価がある一方で，少子高齢化が進む中で「集落機能の低下」「自助・共助の弱

まり」などの問題点が指摘されています。 

また，市民の働き方については，雇用者に占める派遣，パートなど非正規職員の割合が３

１．１％（男性１６．８％・女性４８．３％）で，全国値（３４．２％，うち男性１７．７

％，女性５４．６％）に近い値となっており，安定した雇用形態を確保することが課題とな

っています。（データは平成２２年国勢調査） 

これらの変化は，社会意識の変化を生み出しており，少子化が進む要因ともなっていると

ともに，養育や教育，地域の伝統の継承などについて，新たな課題を提起しています。 

 

ウ 経済のグローバル化と高度情報化，拠点性の変化 

本市の基幹的産業である農業産出額は，１００～１１０億円程度で推移しています。製造

業における製造品出荷額の１割程度の規模であるのが実態です。農業や林業がおかれている

現状を踏まえ，新たな展開を模索していく必要があります。製造業の出荷額は，平成２１年

のリーマンショックによる７８１億円を除くと１，０００億円を越えていますが，平成１６

年の１，４３４億円をピークに減少傾向にあります。年間商品販売額については，全国，本

市とも減少基調にありますが，本市では平成１６年の１，１９０億円から平成１９年には１，

３２９億円と若干持ち直しています。 
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これらの状況は，少子高齢化，人口減少など社会状況の変化，経済のグローバル化（注-1）

の進展によってもたらされましたが，今後はＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）など

自由貿易の進展による，より深刻な影響が予想されます。工業や商業など２次，３次産業分

野は言うに及ばず，農業などの１次産業分野も含めて，全世界的な競争の中で，市民の生き

る基盤である産業を成り立たせていかなければなりません。 

一方，近年，携帯電話，インターネットなどの情報通信技術（注-2）の進展はめざましく，

これらの技術を活用すれば，ネット販売等を通じた直接的な経済活動や観光・交流の促進な

ど経済活動や交流の範囲を拡大できる可能性もあります。 

さらに，中国横断自動車道尾道松江線の全線開通により，広島－松江・出雲，福山・尾道

－松江・出雲間の時間距離が大幅に短縮されます。通勤，買い物，医療，教育などの行動圏

の拡大は，広域的な生活圏，経済圏，商業圏形成のチャンスでもありますが，一方で全国的

な人口減少に伴う市場の縮小や経済のグローバル化，地域間競争の激化などによって，本市

の拠点性が失われ，通過地域となる，あるいは商工業の場が流出・喪失し，定住人口の減少

に一層の拍車をかける可能性もあります。 

市民の「しあわせ」を追求していくためには，一定の圏域における経済循環の輪として，

生産物や地理的条件，人など本市の資源の特長を最大限発揮し，新たな価値を創出していく

中で，広域圏域における活動のよりどころとなる場所，すなわち広域の中の拠点性を確保し

ていかなければなりません。 

農業就業者数

うち65歳以上の割合

7,432

6,531

4,737

72.5％

76.7％

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22（年）

1,027
1,102 1,068

1,122 1,095

0

200

400
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800

1,000

1,200

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18（年）

（人） （千万円）

1,400

資料：世界農林業センサス
注：就業者は15歳以上

資料：生産農業所得統計（農林水産省）

図 農業就業者数の推移 図 農業産出額の推移

11,682

13,283

14,340

13,101

13,372

13,445

12,405

7,810

11,317

10,622

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23（年）

（千万円）

資料：工業統計調査（平成23年は速報値）
注：従業者４人以上の事業所

図 製造品出荷額の推移
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その際に，人

面があるこ

することは，

の互恵の考

できる拠点性

地球規模の環

近年，資源

劣化など，地

しており，我

また，身近

す。 

一方，福島第

削減，再生可

。 

こうした状況

く，資源循環

厳しい財政見

三次市の財政

ち普通交付税

町村合併の特

成３２年度

，これが現実

めて困難と

また，こう

を良質な状態

維持管理・更

（億
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H16

人口の減少，

とを踏まえれ

，経済効率性

え方に基づき

性を築いてい

環境問題の深

の採取，温室

地球環境に与

我が国におい

な自然では，

第一原子力発

可能なエネル

況の中で，環

環，自然共生

見通し 

政歳入（平成

税が約１５

特例による優

には終了する

実のものとな

なります。 

した厳しい財

態，適切な形

更新が必要で

図 普通交

億円） 

H18 H20

特例加算

，経済活動の

れば，産業，

性，利便性，

き，地域間で

いく必要があ

深刻化 

室効果ガスや

与える影響の

いても経験し

，耕作放棄地

発電所の事故

ルギーへの転

環境に配慮し

生型の社会に

成２４年度約

４億円と一般

優遇措置を受

ることになっ

なれば，これ

財政状況下で

形で次世代へ

です。 

交付税の推移
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H22 H24

一本

のグローバル

観光，文化

持続性等に

で機能の分担

あります。

や廃棄物の排

の深刻化が懸

したことのな

地や管理でき

故を契機とし

転換など，エ

した市民生活

に向けた取組

約４０１億円

般財源の５割

受けています

っています。

れまでどおり

で，道路，住

へ継承してい

移 《合併算定

H26 H28
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に照らし，必

担や補完を行

排出の増大に
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ない集中的な
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ばしば起こっ
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（年度）
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えず，地域

らしさを発
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変動が顕在

っています。

増大してい

ギー使用量

が見られま

の負荷が少

円で，この

交付税は，

縮小され，

円と見込ま

準の維持は

資本ストッ

かつ戦略的

数億円 

減少 
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注-1：社会，経済のグローバル化：人，モノ，情報，資金などが国境を越えて行き交うこと 

-2：情報通信技術（ＩＣＴ）：情報（information）や通信（communication）に関する技術
（technology）の総称 
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(2) まちづくりの主要な課題 

前述の社会状況の重要な変化を踏まえるとともに，本市の特徴と問題点等，市民まちづくり

塾における議論（平成２４年度），市民アンケート調査結果（平成２４年度），住民自治組織

との意見交換（平成２５年度），現在の総合計画の検証に基づく課題などを踏まえて，まちづ

くりの主要な課題を抽出，整理すると，次のとおりです。 

 

ア 少子化・人口減少社会への対応（定住・交流の促進と集落の生活機能の維持） 

急激な少子化，人口減少を緩和，抑制し，将来へ繋がる地域社会を維持していくためには，

子育てと仕事が両立できる環境の整備，就学・就業機会の確保，医療体制の充実など生活基

盤にかかる条件の整備が必要です。担い手の確保という面では，農林水産業や地理的な拠点

性など本市の特長を活かした定住の取組が必要です。また，本市の自然とその中で営まれて

きた農業や商業などの集積と，その営みの歴史から育まれた文化・伝統を誇りとして，新た

な価値を創造していこうとする若者を育て，そして支援しなければなりません。 

さらに，農地の維持管理や葬祭，集落・地区における交流やコミュニケーションなど日常

生活そのものを維持することさえ困難な状況も生まれつつあり，少子化や人口減少への適応

という側面では，居住の密度や生活に必要なサービス機能の利用密度・利用効率を高めてい

く努力が必要となります。相互扶助の基礎的単位である集落の再編なども視野に入れ，集落

機能を維持していくための取組や自治活動のさらなる強化の取組が必要です。 

また，三次や十日市など中心市街地においても，市の総人口の減少等に伴って，活力の減

退が進むおそれがあり，中心市街地における拠点機能を充実させる観点からも，まちなかの

居住の確保，にぎわいの創出や自治活動などのコミュニティ機能の維持強化等に取り組んで

いかなければなりません。 

 

イ 進行する高齢化への対応 

高齢者の高年齢化，一人暮らし高齢者の増加など支援の必要な高齢者等の増加に対応する

ため，より緊密な保健・福祉・医療の連携によるケア体制の構築が必要です。また，地域に

おける家族の介護力の低下，地域コミュニティの脆弱化などに対応した，移動や買い物，見

守り活動など在宅生活を支援する体制の構築などを進める必要があります。 

さらに，高齢者等が，仕事や地域活動など社会の中で役割を果たしながら，健康でいきい

きと暮らすことができるよう，社会参画を促進する必要があります。 

 

ウ 持続できる産業の構築と就業機会の拡大 

少子高齢化，経済のグローバル化が進んでいる中で，市民が心豊かに充実した生活を送っ

ていくための基盤としての生産活動の維持や形成は大きな課題です。本市の中国山地におけ

る地理的優位性・拠点性を維持しつつ，農林業や歴史・伝統，人等の地域資源を最大限に活

かした特長ある産業の育成を図っていく必要があります。 

情報通信網（ＣＡＴＶ），広域交通ネットワークの形成を活かし，農山村の景観や農林水

産業を活かした交流，歴史や伝統，文化を活かした観光の促進，農林水産業の６次産業化や

交流資源化などによる複合的な産業化，既存商工業の振興，企業誘致などを進めなければな

りません。 

また，雇用の確保にとどまらず，自ら仕事を興し，新たなあるいは複数の収入の道を開拓

する市民を支援する取組を通して人口の定着と活力の創出を図る必要があります。 
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エ 美しい風景を後代に伝える社会への転換 

たおやかな中国山地を貫いて流れる江の川は，何千年も本市の暮らしを支えた貴重な財産

です。江の川をはじめ本市の豊かな自然環境を守り，美しい風景を次世代に引き継ぐため，

山林や農地などの適切な管理，環境美化，景観対策などに取り組む必要があります。 

また，地球温暖化など地球環境問題に対応しつつ，持続可能な地域社会を構築するため，

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から，資源循環，自然共生型の社会に転換する必要

があります。 

 

オ 防災体制の構築 

平成２３年３月に発生した東日本大震災をはじめ，近年，大規模な地震災害や局地的な集

中豪雨（通称ゲリラ豪雨）が多発しています。 

本市は，江の川とその支流が三次盆地の中央で合流しており，昭和４７年７月豪雨災害を

はじめ，過去に大規模な自然災害が発生しています。 

また，近年，地域における高齢者のみの世帯の増加に伴う避難行動の困難化などの問題も

生じています。 

このため，市民が安全で安心して暮らせるよう，ソフト，ハードの両面で防災体制の構築

に取り組む必要があります。 

 

カ 参加と行動によるまちづくりの推進 

市民は，まちづくりの主体として，まちづくりに参加する権利があり，主体として「自ら

考え，参加・行動すること」が基本であり，本市を構成するみんなが共有する価値感として

大切にしなければなりません。具体的な場面での参加と行動は，それぞれが役割と義務や責

任に基づいて，目的と情報を共有し，信頼しあい，対等な立場で共にまちづくりに取り組む

「協働」の原則を大切にします。 

また，地方分権改革の進展，財政状況の深刻化の中で，行政サービス水準を維持していく

ためには，協働のまちづくりの取組をより一層強化するとともに，基礎自治体としての基盤

の強化と行財政運営の効率化，周辺自治体との連携などにも取り組む必要があります。 
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■まちづくりの主要な課題の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 【主な社会情勢の変化】 

ア 少子高齢化・人口減少の進行 

イ 家族・コミュニティ，働き方の変化 

ウ 経済のグローバル化と高度情報化，拠

点性の変化 

エ 地球規模の環境問題の深刻化（地球環

境問題，防災，自然共生型社会への転換

の必要性） 

オ 厳しい財政見通し 

【立地】 

・中国山地の中央に位置 

・中国縦貫自動車道，中国横断

自動車道尾道松江線の結節点

・広島県北部の拠点都市 

【特徴】 

・豊かな自然，美しい景観 

・質の高い芸術・文化 

・地域に根ざした産業集積 

・多様な観光資源 

・活発な地域自治活動 など 

【問題点等】 

・少子高齢化，人口減少の同時

進行 

・地域の担い手の減少 

・経済活動の停滞化，社会の活

力の低下 

・耕作放棄地などの増加 

・集落機能の低下    など

 

 

 

 

三 

次 

市 

の 

特 

徴 

・ 

問 

題 

点 

等 

【｢みよし百年物語｣の検証に基づく課題】 

・子育てと仕事の両立の支援 

・子どもの能力を伸ばす教育の確立 

・保健・福祉・医療の連携 

・市民参加の促進 

・男女共同参画の推進 

・就業機会の確保等 

・地域資源の活用と循環型社会の構築 

・地域の防災力の強化 

・都市機能の活用，広域的連携強化 など

 

カ 参加と行動によるまちづく

りの推進 

オ 防災体制の構築 

イ 進行する高齢化への対応 

ア 少子化・人口減少社会への

対応（定住の促進と集落の維持） 

ウ 持続できる産業の構築と就

業機会の拡大 

エ 美しい風景を後代に伝える

社会への転換 
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【市民まちづくり塾】 

・三次市の特徴，優位点の活用

・地域資源等を活かした観光，

交流の促進 

・多様な主体の社会参加の促進

・就業機会の確保 

・若者の定住の促進 など 

【市民アンケート調査】 

・市民ニーズの高い施策の充実

・子育てしやすさ 

・医療体制の充実 

・高齢者，障害者などの暮ら

しやすさ 

・買い物のしやすさ 

・就業機会の確保 

・公共交通などの便利さ 

【住民自治組織(共通事項)】 

・地域の担い手となる若者の定

住に向けた重点的な取組 

・集落機能を維持するための地

域コミュニティの再生 

・住民自治組織のあり方，行政

との役割分担の明確化 など
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３ まちづくりの基本的方向 

 

(1) 基本理念 

 

 

 

 

三次市では，「三次市まち・ゆめ基本条例」（平成１８年３月２７日条例第１号）を定め，

市民と市議会及び市が協働して取り組むまちづくりを進めています。 

その中で，まちづくりの理念として，「まちづくりは，市民のしあわせをめざして進めるも

のです」（第４条 まちづくりの理念）と定めており，総合計画においても，基本理念として

「市民のしあわせの実現」を掲げます。 

 

(2) まちづくりの目標 

「三次市まち・ゆめ基本条例」においては，まちづくりの理念を具現化するための「まちづ

くりの目標」（第６条）として，次の６項目を掲げています。 

 

【まちづくりの目標】 

① 共に認めあい，支えあう，温かみと安心感のあるまちづくり 

② 自然との共生を図り，安全で快適に暮らせるまちづくり 

③ 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き，健やかに成長できるまちづくり 

④ 歴史と伝統を継承するとともに，学ぶ喜びをもてるまちづくり 

⑤ 地域活動が活発で，にぎわいと活力に満ちたまちづくり 

⑥ 多様な仕事を興し，地域産業に活力を与え，働く喜びをもてるまちづくり 

 

総合計画では，この６項目の目標の実現に向けて，市民と市議会及び市が協働で取り組むた

め，まちづくりの基本的視点，めざすまちの姿，施策の柱及び各分野で取り組む施策を示しま

す。 

 

(3) 「参加」と「行動」 ～ 計画を推進する上で大切にしたいこと ～ 

  

市民は，まちづくりの主体として，まちづくりに参加する権利があり，主体として「自ら

考え，参加・行動すること」が基本であり，本市を構成するみんなが共有する価値感として

大切にしなければなりません。具体的な場面での参加と行動は，それぞれが役割と義務や責

任に基づいて，目的と情報を共有し，信頼しあい，対等な立場で共にまちづくりに取り組む

「協働」の原則を大切にします。 

 
 

【「しあわせ感」について】 

国民が幸福感を判断する際に重視される主な要素として「家計の状況」「健康状態」「家族関

係」「精神的なゆとり」などがあげられています。（平成２３年度国民生活選好度調査） 

また，三次市総合計画策定アンケート調査（市民アンケート調査，平成２４年度）では，幸福

を判断する際に満足度が高い主な要素として「家族関係」「健康状態」「友人関係」が，満足度

が低い主な要素として「所得・収入」があげられており，これらの要素に係る満足度の維持，向

上に取り組む必要があります。 

基本理念 

「市民のしあわせの実現」 
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(4) まちづくりの基本的視点 

今後，少子高齢化と人口減少の同時進行，経済のグローバル化，厳しい財政見通しなど，ま

ちづくりを進める上で変化が生じています。私たちを取り巻く環境が変化することに伴い，従

来は課題として認識されなかった課題も含めて多くの課題が生まれます。これらの課題に対応

しながら，「市民のしあわせ」をめざし，「まちづくりの目標」を実現していくためには，そ

の実現に向けた取組の基本となる考え方を明確にし，本市を構成するみんなが共有する必要が

あります。 

本計画では，今後概ね１０年間の取組において，本市を構成するみんなが共有する基調とす

べき考え方，価値観を「まちづくりの基本的視点」として掲げます。 

基本的視点は，大きな変化に向き合う姿勢を示すもので，三次で生まれ育ち，働き，暮らす

私たち自身が，足元を見つめ直し考える視点として，「私たち一人ひとりの個」「私たち一人

ひとりの集まりである社会・集団」「私たちの暮らしの場である地域・まち」の３つ切り口か

ら設定します。 

 

■まちづくりの基本的視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【切り口】 【キーワード】 【考え方】 

 

 

私たち一人ひとりの 

個 

 

 

誇 り 

◆「三次で生まれ育ち，働き，暮らすこと」，

「三次を離れても三次とつながって生きてい

くこと」が自信や誇りとなるようなまちづく

りを進めます。 

◆本市の自然や歴史，文化・伝統に深く学ぶこ

とにより，時代の変化に対応できるひとづく

りを進めます。 

 

 

私たち一人ひとりの

集まりである 

社会・集団 

 

 

共 生 

◆少子高齢化などの厳しい現実にきちんと向き

合い，相互に助け合い，支え合うまちづくり

を進めます。 

◆世代間や職業間などの違いを認めつつ，一人

ひとりを大切にし，その可能性を活かすしく

みづくりを進めます。 

◆自然環境や資源を持続的かつ適切に保全・活

用し，循環型社会，自然と共生するまちづく

りを進めます。 

 

 

私たちの 

暮らしの場である

地域・まち 

 

 

拠点性 

◆三次市の中国山地における地理的優位性を活

かして都市機能の集積を図るとともに，広域

的な連携強化と機能分担により拠点性を高

め，魅力と活力あふれるまちづくりを進めま

す。 

◆各地域において，基礎的生活サービス提供機

能と地域活動を維持するため，地域の拠点づ

くりを進めます。 
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(5) めざすまちの姿 

ここでは，「三次市まち・ゆめ基本条例」の基本理念「市民のしあわせ」の実現を基本とし

つつ，社会状況の変化やまちづくりの課題，まちづくりの基本的視点を総合的に勘案し，三次

市のめざすまちの姿を設定します。 

めざすまちの姿は，本市を構成するみんなが共有でき，計画期間を超えて目標とすべき姿で

す。また，市民一人ひとりがそれぞれの夢を実現しながら，まちづくりの主役として，「参加」

し「行動」することを積み重ね，持続可能なまちづくりを進めていかなければなりません。 

 

本市がめざす姿は，少子高齢・人口減少社会にあっても， 

「市民一人ひとりが幸せを実感しながら， 

暮らしやすく持続的に住み営むことのできるまち」です。 

その趣旨は，次のとおりです。 

日本全体が人口減少社会を迎え，高度経済成長期のような経済成長も見込めず，拠点性も激

しく変化する時代にあって，市民それぞれが求める「しあわせ」は様々ですが，自らの能力を

活かし，夢を実現することは市民に共通する願いです。 

さらに，その能力を家族や地域，社会のために役立てることは，一人ひとりの存在が認めら

れることであり，それぞれの「しあわせ」が実感できることや，まちの魅力につながります。 

一人ひとりの能力が育まれ，その能力を発揮するには，個々人の能力が社会的に活かされる

ことが不可欠です。その際には三次という土地が育んできた文化や伝統に深く学ぶことが必要

です。文化や伝統には幾多の先人たちの経験から導き出された知恵が凝縮されています。 

これらの精神や信頼，ネットワークなどに深く学びながら，本市が有している自然的，産業

的，人的な資源をつなぎ，活かすことによって，身近にあるものの新たな可能性を見出し，価

値を創出することにより，暮らしやすく持続的に住み営むことのできるまちづくりを進めます。 
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まちづくりの取組の柱 

 

(6) まちづくりの取組の柱 

まちづくりの基本的視点に立って，めざすまちの姿の実現に向けた取組を総合的に進めるた

め，「取組の５つの柱」を設定します。 

① まちづくりの主役である「ひとづくり」 

② 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」 

③ 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」 

④ 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」 

⑤ 協働のまちづくりを効果的に進める「しくみづくり」 

これらの取組は，相互に関連又は連動する面を有しており，各取組に具体的な施策を体系的

に位置づけ，市民と市議会及び行政との連携により，総合的かつ効果的な取組を進める必要が

あります。 

 

■まちづくりの取組の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの 

基本的視点 

 

めざすまちの姿   市民一人ひとりが幸せを実感しながら， 

暮らしやすく持続的に住み営むことのできるまち 

【まちづくりの目標】 

① 共に認めあい，支えあう，温かみと安心感のあるまちづくり 

② 自然との共生を図り，安全で快適に暮らせるまちづくり 

③ 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き，健やかに成長できるまちづくり 

④ 歴史と伝統を継承するとともに，学ぶ喜びをもてるまちづくり 

⑤ 地域活動が活発で，にぎわいと活力に満ちたまちづくり 

⑥ 多様な仕事を興し，地域産業に活力を与え，働く喜びをもてるまちづくり 

基本理念「市民のしあわせの実現」 

 

誇 り 

 

共 生 

 

拠点性 

「参加」と「行動」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ひ と 

づくり 

 

仕 事 

づくり 

しくみづくり

くらし 

づくり 

 

環 境 

づくり 
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４ まちづくりの取組の方針 

 

■取組の体系 

 

 

 

 

           【まちづくりの取組の柱】    【基本施策】（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

市民のしあわせの実現 

 

めざすまちの姿 

 

市民一人ひとりが 

幸せを実感しながら， 

暮らしやすく持続的に 

住み営むことのできる 

まち 

 

 

まちづくりの 

基本的視点 

 

 

誇 り 

 

共 生 

 

拠点性 

 

 

ひとづくり 

 

 

 

くらしづくり

 

 

環境づくり 

 

 

 

しくみづくり

 

 

 

仕事づくり 

・安心して子育てできる体制づくり 

・子どもたちが夢と希望を抱き，学ぶ教育の推進 

・学ぶ気持ちを応援する生涯学習の推進 

・平和・人権教育の推進 

・男女共同参画社会の形成 

・スポーツの振興 

・三次の芸術・文化の学習と継承 

・誰もがいきいきと暮らせる健康づくりの推進 

・共に支え合う福祉のまちづくり 

・誰もが安心して暮らせる医療の充実 

・保健・福祉・医療の連携によるケア体制の構築 

・過疎化，超高齢化に対応した総合的な生活支援 

・暮らしの安全と安心を確保する防災・安全対策 

・農と食を基軸とした農林畜産業の振興 

・広域交通ネットワークを活かした産業の振興 

・市民ニーズに根ざした商業の振興 

・地域資源を活かした観光・交流の展開 

・産業の担い手の育成 

・豊かな自然の保護と活用 

・自然と共生する循環型社会の形成 

・計画的な土地利用の推進と都市機能の整備 

・市民生活と産業を支える都市基盤の整備等 

・住みやすさを創出する住宅・生活環境の整備 

・三次市を印象づける美しい景観づくり 

・市民，事業者等のまちづくりへの参加の促進 

・住民自治組織の充実，強化 

・持続可能な地域づくりの推進 

・新しい公共の展開 

・行財政改革 

・高度情報化の推進 －ユビキタス社会の構築－ 
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(1) まちづくりの主役である「ひとづくり」 

 

ア 基本方針 

まちづくりの主役は「ひと」です。次世代を担う子どもたちが，夢と希望を抱き，人と人

とのつながり，家族や地域とのつながりを大切にし，生まれ育った地域に誇りと愛着をもっ

て成長し，社会を構成する一員として主体的に役割を果たすことのできる「ひとづくり」を

進めます。 

 

イ 取組の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｱ) 安心して子育てできる体制づくり 

(ｲ) 子どもたちが夢と希望を抱き，学ぶ教育の推進 

(ｳ) 学ぶ気持ちを応援する生涯学習の推進 

(ｴ) 平和・人権教育の推進 

(ｵ) 男女共同参画社会の形成 

(ｶ) スポーツの振興 

(ｷ) 三次の芸術・文化の学習と継承 
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【施策例（参考）】 

 

(ｱ) 安心して子育てできる体制づくり 

・出産の支援（負担軽減，情報提供，相談体制等） 

・育児の支援（保育，医療，就学前教育，障害児支援等） 

・子育てと仕事の両立支援 

・地域で子育てを支える体制づくり 

 

(ｲ) 子どもたちが夢と希望を抱き，学ぶ教育の推進 

・学校教育の推進（教育内容の充実，小中一貫教育） 

・学校教育の環境整備 

・家庭・学校・地域の連携による子どもたちの育成（学校づくり） 

・高等教育の充実 

 

(ｳ) 学ぶ気持ちを応援する生涯学習の推進 

・多様な学習機会の場の提供 

・地域学習の推進 

・学習成果を活かす場の充実 

・地域の人材の活用 

・多文化共生の推進 

 

(ｴ) 平和・人権教育の推進 

・平和学習の推進 

・人権教育の推進 

 

(ｵ) 男女共同参画社会の形成 

・市民意識の醸成 

・女性の社会参加の促進，支援（家庭，職場，地域社会） 

 

(ｶ) スポーツの振興 

・スポーツの推進（活動機会の拡大，スポーツ団体，指導者の育成） 

・スポーツ施設の整備 

・スポーツを通じた交流の促進 

 

(ｷ) 三次の芸術・文化の学習と継承 

・芸術・文化の学習 

・芸術・文化の継承と再発見 

・芸術・文化の拠点づくり など 
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(2) 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」 

 

ア 基本方針 

市民一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，地域における支えあいの機運

を高め，住民相互の絆を強めながら，健康づくり，福祉，医療の充実に取り組みます。 

また，地域における総合的なケア体制や生活支援体制の構築，防災・安全対策などの取組

を通じて，誰もがいきいきと暮らせ，安全で，温かみと安心感のあるまちづくりを進めます。 

 

イ 取組の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｱ) 誰もがいきいきと暮らせる健康づくりの推進 

(ｲ) 共に支え合う福祉のまちづくり 

(ｳ) 誰もが安心して暮らせる医療の充実 

(ｴ) 保健・福祉・医療の連携によるケア体制の構築 

(ｵ) 過疎化，超高齢化に対応した総合的な生活支援 

(ｶ) 暮らしの安全と安心を確保する防災・安全対策 
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【施策例（参考）】 

 

(ｱ) 誰もがいきいきと暮らせる健康づくりの推進 

・健康づくり意識の醸成 

・食育 

・生活習慣病対策 

・自殺，ストレス対策 など 

 

(ｲ) 共に支え合う福祉のまちづくり 

・高齢者福祉（社会参加・能力活用，介護予防，在宅生活の支援，介護など） 

・障害者福祉（生活支援，就労，社会参加の支援など） 

・生活困窮者の支援 

・地域福祉 

・まちのバリアフリー化（建物，市街地環境，交通など） など 

 

(ｳ) 誰もが安心して暮らせる医療の充実 

・市立三次中央病院の充実 

・地域医療体制の充実 

・保険制度の適切な運用 など 

 

(ｴ) 保健・福祉・医療の連携によるケア体制の構築 

・地域包括ケアシステム 

・地域住民組織等との連携 など 

 

(ｵ) 過疎化，超高齢化に対応した総合的な生活支援 

・生活交通の確保 

・買い物支援 など 

 

(ｶ) 暮らしの安全と安心を確保する防災・安全対策 

・防災対策（ソフト面とハード面） 

・防犯対策 

・交通安全対策 

・市民との協働による安全の確保（地域防災力の向上） など 
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 (3) 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」 

 

ア 基本方針 

農林畜産業をはじめとする地域産業の振興，商店街の活性化，就労対策など，生活の基盤

となる産業の活性化に取り組み，誰もが働きやすいまちづくりを進めます。 

また，中国横断自動車道尾道松江線の開通に伴う広域交通ネットワークを活かして，商工

業，観光・交流などの振興を図り，多くの市民や観光客で賑わう，活力のあるまちづくりを

進めます。 

さらに，これらの産業の担い手の育成，就労の支援等を通じて，若い世代が定着し，新た

な可能性を創造する元気なまちづくりを進めます。 

 

イ 取組の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｱ) 農と食を基軸とした農林畜産業の振興 

(ｲ) 広域交通ネットワークを活かした産業の振興 

(ｳ) 市民ニーズに根ざした商業の振興 

(ｴ) 地域資源を活かした観光・交流の展開 

(ｵ) 産業の担い手の育成 
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【施策例（参考）】 

 

(ｱ) 農と食を基軸とした農林畜産業の振興 

・農業経営体制の強化（組織化，経営の高度化など） 

・農林業の基盤の整備 

・環境共生型の農林業の展開 

・６次産業化（生産，加工，流通・販売，体験・交流） 

・担い手の育成 

・遊休農地等を活用した新たな産業の展開 など 

 

(ｲ) 広域交通ネットワークを活かした産業の振興 

・既存事業所の育成，支援 

・企業誘致（工場，流通） 

・産業基盤の整備 など 

 

(ｳ) 市民ニーズに根ざした商業の振興 

・既存商業の育成，支援 

・商店街の活性化（組織化，環境整備，空き店舗の活用，イベント，交流な

ど） 

・高齢社会に対応したニュービジネスの展開 など 

 

(ｴ) 地域資源を活かした観光・交流の展開 

・観光企画，商品開発 

・観光客の受け入れ体制の充実（情報発信，おもてなし） 

・既存の観光地，施設の活用（集客，ネットワーク化） 

・グリーンツーリズム，体験・交流の推進 など 

 

(ｵ) 産業の担い手の育成 

・担い手の育成（就労支援，雇用対策など） 

・起業の支援 

・ＵＩターンの促進，支援 など 
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 (4) 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」 

 

ア 基本方針 

豊かな自然は，ふるさと三次の環境を象徴し，市民にうるおいを与えます。この貴重な自

然を保護，活用しながら，次世代に引き継ぐため，自然と共生する循環型社会をつくります。 

また，計画的な土地利用の推進，都市基盤や生活環境の整備，美しい景観づくりなどの取

組を通じて，誰もが安心し，快適に暮らせるまち，三次に住みたくなるまちづくりを進めま

す。 

 

イ 取組の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｱ) 豊かな自然の保護と活用 

(ｲ) 自然と共生する循環型社会の形成 

(ｳ) 計画的な土地利用の推進と都市機能の整備 

(ｴ) 市民生活と産業を支える都市基盤の整備等 

(ｵ) 住みやすさを創出する住宅・生活環境の整備 

(ｶ) 三次市を印象づける美しい景観づくり 
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【施策例（参考）】 

 

(ｱ) 豊かな自然の保護と活用 

・自然環境の保護（山林の保全，管理，川の清掃） 

・自然環境の活用（自然学習，体験・交流） 

・自然に親しめる環境整備 など 

 

(ｲ) 自然と共生する循環型社会の形成 

・低炭素社会への転換 

・再生可能なエネルギーへの転換 

・ゴミ対策（減量，不法投棄の防止） など 

 

(ｳ) 計画的な土地利用の推進と都市機能の整備 

・計画的な土地利用の推進（秩序ある土地利用，遊休地の活用） 

・都市機能の適切な配置，集積化（都市機能集積ゾーンの形成，拠点の形成

等） 

・快適な環境の市街地の形成(都市計画の活用，居住環境整備，市街地整備等) 

など 

 

(ｴ) 市民生活と産業を支える都市基盤の整備等 

・道路網の整備 

・公共交通体系の充実（広域交通，路線バス，ＪＲ，地域内交通） 

・インフラの適切な維持管理 など 

 

(ｵ) 住みやすさを創出する住宅・生活環境の整備 

・住宅対策（多様なニーズに対応した住宅供給，空き家の活用） 

・公園・緑地の確保 

・上下水道，排水対策 など 

 

(ｶ) 三次市を印象づける美しい景観づくり 

・快適な都市景観の形成 

・歴史的なまちなみ景観の維持，継承 

・個性的な集落景観の形成 

・市民との協働による公共施設の管理と景観形成 など 
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(5) 協働のまちづくりを効果的に進める「しくみづくり」 

 

ア 基本方針 

市民，住民自治組織，ＮＰＯ，企業など多様な主体が，様々な立場から行政と協働してま

ちづくりに取り組むための「しくみづくり」を進めます。 

また，地方分権改革に伴う基礎自治体としての条件整備に対応しつつ，協働のまちづくり

を効果的，効率的に進めるための行財政改革に取り組みます。 

さらに，情報通信技術の普及，活用により，豊かな市民生活や活力ある産業活動を支える

とともに，誰もが自由に情報を受発信でき，参加できる，にぎわいと活力のあるまちづくり

を進めます。 

 

イ 取組の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注-1：新しい公共：「官」だけではなく，市民の参加と選択のもとで，ＮＰＯや企業などが積極的に公

共的な財・サービスの提案及び提供主体となり，医療・福祉，教育，子育て，まちづくりなどの

身近な分野において共助の精神で行う仕組み，体制，活動など（広島県ＨＰより） 

注-2：ユビキタス：「いつでも，どこでも，何でも，誰でもアクセスが可能」なネットワーク環境 

 

 

  

(ｱ) 市民，事業者等のまちづくりへの参加の促進 

(ｲ) 住民自治組織の充実，強化 

(ｳ) 持続可能な地域づくりの推進 

(ｴ) 新しい公共の展開 

(ｵ) 行財政改革 

(ｶ) 高度情報化の推進 －ユビキタス社会の構築－ 
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【施策例（参考）】 

 

(ｱ) 市民，事業者等のまちづくりへの参加の促進 

・市民意識の醸成 

・情報提供の充実 

・まちづくりボランティアの育成，支援 

・若い世代の参加の促進 など 

 

(ｲ) 住民自治組織の充実，強化 

・住民自治組織と行政との連携体制の強化（役割分担の明確化を含む） 

・地域自治活動の充実，強化 

・地域まちづくりビジョンの推進 など 

 

(ｳ) 持続可能な地域づくりの推進 

・地域まちづくりビジョンの推進 

・地域の核となる産業の育成 

・地域ニーズに対応した総合的な生活支援システムの構築 

・地域を担う人材の育成と定住の支援 

・地域における拠点の形成 

・三次，地域を応援する人的ネットワークの構築 など 

 

(ｴ) 新しい公共の展開 

・取組の普及（情報提供等） 

・取組の支援 など 

 

(ｵ) 行財政改革 

・地方主権改革に対応した基礎自治体としての基盤強化 

・協働のまちづくりに向けた体制の強化 

・行政改革（事務の合理化，人材の活用） 

・財政改革（財政のスリム化，自主財源の拡大） 

・広域的な連携による行政の効率化 

・開かれた行財政運営 など 

 

(ｶ) 高度情報化の推進 －ユビキタス社会の構築－ 

・全世帯への情報通信技術の普及（ＣＡＴＶ，インターネット） 

・市民生活における情報通信技術の活用 

・産業活動における情報通信技術の活用 

・行政サービス，生活支援における情報通信技術の活用 など 

 


